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猪名川上流広域ごみ処理施設組合規約の一部を変更する協議について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第２項の規定により、猪名川上流広域ごみ処理施設組合規約の一部を変更することについて、次のとおり兵庫県川辺郡猪名川町、大阪府豊能郡豊能町及び大阪府豊能郡能勢町と協議するものとする。
　　令和７年　　月　　日提出
川西市長　越田　謙治郎


提案理由
　国崎クリーンセンター基幹的設備改良事業及び包括管理運営業務に伴い、猪名川上流広域ごみ処理施設組合規約の一部を変更する協議について、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を経る必要があるので本案を提出する。















猪名川上流広域ごみ処理施設組合規約の一部を変更する規約

　猪名川上流広域ごみ処理施設組合規約（平成１２年８月１１日自治大臣許可）の一部を次のように変更する。
　別表を次のように改める。
別表（第１１条関係）
	負担区分
	経費の概要
	負担割合

	施設管理・運営経費
	施設管理・運営に係る経費
	年度ごとの関係市町の搬入ごみ量の比率により按分して負担する。

	基幹的設備改良経費
	基幹的設備改良事業に係る経費
	平成２１年度から令和６年度までの搬入ごみ量の比率により按分して負担する。



　　　付　則
　（施行期日）
１　この規約は、令和８年４月１日から施行する。
（施設管理・運営経費の負担割合）
２　第１１条の規定による改正後の猪名川上流ごみ処理施設組合規約別表の施設管理・運営経費の負担割合の規定は、令和１４年度から適用し、同年度前はなお従前の例による。


